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半田市の中学校部活動改革と地域におけるスポーツ・文化芸術活動の 

さらなる推進について（お知らせ） 

 

日頃は半田市の教育に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、スポーツ庁及び文化庁は、令和４年１２月に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在

り方等に関する総合的なガイドライン」を策定しました。この中で、令和５年度から令和７年度ま

での３年間を改革推進期間とし、地域連携・地域クラブ活動への移行に取り組みつつ、地域の実情

に応じて可能な限り早期に実現を目指すという基本方針が示されました。 

このような中、半田市でも、将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に継続して親し

むことができる機会を確保するため、中学校部活動改革と地域におけるスポーツ・文化芸術活動の

さらなる推進について協議を進めています。部活動改革のポイントは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半田市の中学校部活動改革と地域におけるスポーツ・文化芸術活動のさらなる推進についての全

体イメージは裏面または学校教育課のＨＰをご覧ください。 

今後とも半田市の教育に対し、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

【全体イメージＱＲコード】        

 

 

 令和６年９月１日より、新たな半田市の部活動ガイドラインを施行します。下線部が大

きな変更点です。 

①実施日は平日のみとする。土日祝日は部活動を実施しない。 

＊長期休業期間中もこれに準ずる。 

 

 

 

 

 

②実施日のうち、週１日以上の休養日を設ける。 

③活動は２時間程度まで（長期休業中は３時間程度まで）とする。 

＊最終下校時刻は、最長でも原則、１７時３０分とする 

④大会等への参加は、原則、知多地方中学校体育大会および吹奏楽コンクール知多地区大

会・ＮＨＫ全国学校音楽コンクールのみとする。（上位大会含む） 

⑤原則、朝部活はなしとする。 

 

＊地域での活動体制が整わない部活動は、例外として令和 7 年度まで旧ガイドラインで

の活動を認めます。 

★希望する中学生は、自らの興味関心に基づき、土日祝日に地域でのスポーツ・文化

芸術活動に参加することになります。（部活動とは別の活動） 

★現在、子どもたちの多様なスポーツ・文化芸術活動を支える地域での持続可能な体

制整備を進めています。 

＜本件についての問合せ＞ 

（部活動ガイドライン）学校教育課担当 

電話 ０５６９－８４－０６８８ 

（地域でのスポーツ活動）スポーツ課担当 

電話 ０５６９－２２－１１８４ 

（地域での文化芸術活動）生涯学習課担当 

電話 ０５６９－２３－７３４１ 



R5.2.1現在

スポーツ

種目 スポーツクラブYOUKI
一般社団法人

乙川スポーツクラブ
半田地区スポーツクラブ

NPO法人

ソシオ成岩スポーツクラブ
青山スポーツクラブ 半田市スポーツ協会

バレーボール ○ ○ ○ ○ ○

ソフトボール ○ ○

柔道 ○ ○ ○

陸上競技 ○ ○ ○ ○

硬式テニス ○ ○ ○

カローリング ○ ○

グラウンド・ゴルフ ○

剣道 ○ ○ ○

サッカー ○ ○ ○

ソフトバレーボール ○

卓球 ○ ○ ○

軟式野球 ○ ○

バドミントン ○ ○

ソフトテニス ○

バスケットボール ○ ○

ホッケー ○

ハンドボール ○

チアリーディング ○

弓道 ○

水泳 ○

文化・芸術

＜本件についての問合せ＞

◆スポーツ分野について

　担当　スポーツ課振興担当

　電話　０５６９－２２－１１８４

◆文化・芸術分野について

　担当　生涯学習課生涯学習担当

　電話　０５６９－２３－７３４１

半田ジュニアブラスバンド

半田少年少女合唱団

（文芸部、美術部、音楽部、邦楽部、芸能部、茶華道部、生活文化部）

吹奏楽

合唱

種目

　地域には、スポーツ活動や文化・芸術活動を行っている団体が数多くあります。地域に根差し、「だれでも」、「いつでも」、「どこでも」、

「いつまでも」気軽にスポーツや文化に親しむことができる活動の場を提供していただいており、中学校部活動改革による地域スポーツ及

び文化・芸術活動の推進のためにさらなる充実を図っています。以下の団体・種目については令和６年９月に向けて各団体で整備を

進めている状況です。詳細については、今後情報を充実させていく予定です。

　※団体によっては活動頻度が異なります。また、状況によっては変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

休日に地域で活動しているスポーツ及び文化・芸術団体

半田市文化協会

団体名

※「○」がついている種目は、中学生の受入について関係団体等にアンケートやヒヤリングを実施したところ、整備を進めているものとして把握しているものです。



半田市の中学校部活動改革と地域におけるスポーツ・文化芸術活動のさらなる推進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす姿 

中学生 

・多様な選択肢の中から活動を選択 

・専門性の高い指導に基づく活動 

・生涯にわたる健康で豊かな生活 

地 域 

・地域におけるスポーツ・文化芸術活動の 

活性化と関係団体の発展 

・市民生活の充実 

学 校 

・教員が生徒と向き合う時間の確保 

・学校教育の質の向上 

半田市教育委員会資料 

令和５年２月２４日作成 

中学校部活動改革に伴う地域のスポーツ・文化芸術活動推進で期待できる効果 

地域全体で子どもの多様なスポーツ・文化芸術活動を支える体制の推進 

中学校部活動改革の基本方針 

令和６年度(9月1日)より市部活動ガイドラインを変更 

・実施日は平日のみ。土日祝日は部活動を実施しない。 

（長期休業期間中もこれに準ずる） 

・参加する大会等は、原則、知多地方中学校体育大会および吹奏

楽ｺﾝｸｰﾙ知多地区大会・NHK 全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙのみとする。

（上位大会・ｺﾝｸｰﾙ含む） 

⇒平日の活動の成果発表の場として参加する。 

・地域での活動体制が整わない部活動は、例外として令和7年度ま

で旧ガイドラインでの活動を認める。 

地域でのスポーツ・文化芸術活動の体制整備 

・教育委員会（スポーツ課、生涯学習課、学校教育課）が中心とな

って関係団体等との連携を図る。 

・地域での持続可能で多様なスポーツ・文化芸術に親しむ環境の充実

に向け、継続的に体制を整備し、中学生の多様な活動の機会を確

保する。 

・希望する中学生は、土日祝日に自らの興味関心に基づき、地域での

スポーツ・文化芸術活動に参加する。 

土日祝日の中学生の活動 

・中学生の受け入れ先となる環境の整理      ・組織的運営体制の構築 

・スポーツ･文化芸術団体への支援等の整備充実 

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 9 月～ 

ス
ポ
ー
ツ
課
・
生
涯

学
習
課
・
関
係
団
体 

主体 

学
校
教
育
課 

・意見交換および検討会議      ・指導者及び活動場所の確保 

・関係団体主催の大会・コンクール等の在り方の見直し 

 
･児童生徒･保護者･学校 

向けアンケートの実施 

･ｱﾝｹｰﾄ結果

の整理 

･新ガイドラインの検討 

児童生徒･保護者 

へ説明資料配布 

（Ｒ５．４月） 

･新ガイドラインの運用開始 

（Ｒ６．９．１施行） 

･土日祝日における地域での 

中学生の本格的な受入開始 

･体制の充実に向けての継続 

した整備 

 

体制イメージ（土日祝日） 

 

 

スケジュール 

中学生 

＜運営事務局＞ 

・指導者の確保・調整  ・活動場所の確保・利用調整 

・スケジュール管理     ・安全管理   等 

＜指導者＞ 

・公認スポーツ指導者 ・スポーツ推進委員 ・大学生 

・地域認定スポーツアシスタント ・保護者   等 

運営団体：地域スポーツクラブ・文化芸術関係団体等 

活動場所 

保護者 学校 市 

･希望する活動 
場所に参加 

･会費の連絡 
支払い 
 
･保険や大会参
加等の調整 

･平日の部活動 
との連携 

･活動場所の 
連携調整 

･活動場所の 
連携調整 

・指導者の派遣 

社会体育施設 

社会文化施設 

学校施設 

地域での多様な 

スポーツ・文化芸術 

活動拠点 

Ｒ６年度 4～8 月 

・スポーツ課･生涯学習課との連携 

・学校施設の利用規定等についての見直し 

･体制の充実に 
向けて連携 


